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山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会
計
課
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実
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監
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○
教
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公
告

契
約
の
締
結
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告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
代
理
納
付
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
代
理
納
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号

二

指
定
代
理
納
付
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入

つ
な
が
る
。
や
ま
ぐ
ち
応
援
寄
附
金
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）

三

指
定
の
期
間

令
和
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
号

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
告
示
第
四
百

六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
の
表
中
「
岩
国
交
通
安
全
協

会
会
長

森
橋
律

夫

」
を
「
岩
国
交
通
安
全
協

会
会
長

伊
達
明

彦

」
に
改
め
る
。

公

告

（
二
四
一
）
種
畜
証
明
書
の
交
付

次
の
家
畜
に
つ
き
、
家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二

号
の
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

種
畜
証
明
書

番
号

名

前

品

種

生
年
月
日

産

地
検
査
成
績
飼
養
者
の
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称
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一
、
二
九
宮
城
県
級
外
岩
国
市
錦
町
宇
佐
郷

プ
ラ
イ
フ
ー
ズ
株
式

会
社
山
口
Ａ
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セ
ン

タ
ー
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一
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五
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三
二
〇
三
五
九

九
〇
〇
〇
六

Ｈ
Ｄ
〇
〇
〇
二

〃

令
和
元
、

一
二
、
〃

〃

〃

〃〃

（
二
四
二
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
防
府
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。

令
和
二
年
十
一
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
デ
ー
タ
作
成
）

二

作
業
の
地
域

防
府
市
石
が
口
三
丁
目
、
鋳
物
師
町
、
岩
畠
三
丁
目
、
沖
今
宿
一
丁
目
、
開
出
、
勝
間
二
丁
目
、

岸
津
二
丁
目
、
国
衙
四
丁
目
、
国
衙
五
丁
目
、
酢
貝
、
迫
戸
町
、
桑
南
一
丁
目
、
桑
南
二
丁
目
、
高

倉
二
丁
目
、
多
々
良
二
丁
目
、
中
泉
町
、
西
仁
井
令
二
丁
目
、
華
園
町
、
東
仁
井
令
町
、
美
和
町
、

牟
礼
今
宿
二
丁
目
、
牟
礼
柳
、
本
橋
町
、
大
字
伊
佐
江
、
大
字
江
泊
、
大
字
上
右
田
、
大
字
下
右

田
、
大
字
新
田
、
大
字
田
島
、
大
字
台
道
、
大
字
富
海
、
大
字
西
浦
、
大
字
浜
方
、
大
字
東
佐
波
令

及
び
大
字
牟
礼

三

作
業
の
期
間

令
和
二
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
十
五
日
ま
で

教
育
委
員
会

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

教
育
庁
教
育
政
策
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
口
県
立
学
校
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
無
線
環
境
追
加
整
備
業
務

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
九
月
四
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

大
阪
市
中
央
区
馬
場
町
三
番
一
五
号

六

契
約
金
額

二
億
九
千
百
七
十
九
万
九
千
二
百
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

令
和
二
年
十
一
月
四
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
十
一
月
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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